
横 浜 市 交 通 局 請 負 工 事 検 査 事 務 取 扱 要 綱  

制   定  平 成 11 年 ３ 月 24 日  

一 部 改 定  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  横 浜 市 交 通 局 が 発 注 す る 工 事 及 び 製 造 （ 物 品 の 製 造 を 除 く

。） の 請 負 （ 以 下 「 工 事 」 と い う 。） に お け る 、 横 浜 市 交 通 局 請

負 工 事 検 査 事 務 取 扱 規 程 （ 以 下 「 検 査 規 程 」 と い う 。） 第 ３ 条 に

定 め る 検 査 の 取 扱 い に つ い て は 、 別 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要

綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 検 査 の 依 頼 ）  

第 ２ 条  総 括 監 督 員 は 、 検 査 の 依 頼 を す る と き は 、 検 査 依 頼 書 （ 第

１ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 

（ 技 術 検 査 員 の 任 命 ）  

第 ３ 条  検 査 主 幹 は 、 技 術 検 査 員 を 任 命 す る と き は 、 技 術 検 査 員 任

命 簿 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 

（ 検 査 結 果 の 処 理 ）  

第 ４ 条  技 術 検 査 員 は 、 検 査 を 終 了 し た と き は 、 工 事 検 査 報 告 書 （

第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 検 査 主 幹 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  検 査 主 幹 は 、 完 成 検 査 又 は 出 来 形 部 分 検 査 を 実 施 し た 場 合 に お

い て 、 請 負 人 の 給 付 が 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 す る と 認 め る と き は

、 工 事 完 成 出 来 形 部 分 検 査 調 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） を 作 成 す る も の と

す る 。  

 

（ 工 事 成 績 評 定 の 方 法 等 ）  

第 ５ 条  検 査 規 程 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 行 う 工 事 の 成 績 の 評 定 （ 以 下

「 評 定 」 と い う 。） は 、 す べ て の 工 事 に つ い て 行 う も の と す る 。

た だ し 、 当 初 契 約 時 の 請 負 金 額 が 500 万 円 未 満 の 工 事 及 び 災 害 時

等 に お け る 緊 急 を 要 す る 工 事 を 除 く 。  

２  評 定 は 、 総 括 監 督 員 、 主 任 監 督 員 、 担 当 監 督 員 及 び 技 術 検 査 員

（ 以 下 「 評 定 者 」 と い う 。） に よ り 、 工 事 ご と に 独 立 し て 行 う も

の と す る 。  

３  評 定 は 、 監 督 又 は 検 査 に よ り 確 認 し た 事 項 に 基 づ き 、 評 定 者 ご

と に 独 立 し て 的 確 か つ 公 正 に 行 う も の と す る 。  

４  評 定 は 、 工 事 成 績 評 定 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と し 、

横 浜 市 が 定 め る 工 事 成 績 評 定 基 準 に 基 づ き 採 点 す る も の と す る  

 



（ 評 定 の 登 録 及 び 工 事 成 績 評 定 書 の 提 出 等 ）  

第 ６ 条  技 術 検 査 員 及 び 監 督 員 は 、 検 査 規 程 第 ９ 条 に 定 め る 報 告 は

、 工 事 成 績 評 定 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  検 査 主 幹 は 、 評 定 の 結 果 を 電 子 入 札 シ ス テ ム （ 契 約 規 程 第 ２ 条

に お い て 準 用 す る 契 約 規 則 第 ２ 条 第 ３ 号 の 電 子 入 札 シ ス テ ム を い

う 。 以 下 同 じ 。） に 速 や か に 登 録 す る も の と す る 。 な お 、 交 通 局

で 契 約 す る 製 造 の 請 負 に つ い て は 、 工 事 成 績 評 定 通 知 書 （ 第 ６ 号

様 式 ） に よ り 契 約 を 所 管 す る 部 の 長 に 速 や か に 通 知 す る も の と す

る 。  

 

（ 検 査 結 果 の 通 知 ）  

第 ７ 条  検 査 主 幹 は 、 検 査 規 程 第 10 条 に 定 め る と こ ろ の 通 知 を 行 う

場 合 は 、 工 事 完 成 検 査 結 果 通 知 書 （ 第 ７ 号 様 式 及 び 第 ９ 号 様 式 ）

又 は 工 事 出 来 形 部 分 検 査 結 果 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 行 う も

の と す る 。 な お 、 第 ７ 号 様 式 は 電 子 入 札 シ ス テ ム か ら 出 力 す る も

の と す る 。  

 

（ 評 定 の 修 正 ）  

第 ７ 条 の ２  検 査 主 幹 は 、 前 条 の 通 知 を 行 っ た 後 、 横 浜 市 が 定 め る

工 事 成 績 評 定 基 準 に よ り 、 当 該 検 査 結 果 通 知 に お け る 評 定 を 修 正

す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ を 修 正 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  検 査 主 幹 は 前 項 の 修 正 を 行 っ た と き は 、 そ の 結 果 を 速 や か に 、

電 子 入 札 シ ス テ ム に 登 録 す る と と も に 、 工 事 成 績 評 定 結 果 修 正 通

知 書 （ 第 10 号 様 式 ） に よ り 請 負 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 な

お 、 交 通 局 で 契 約 す る 製 造 の 請 負 に つ い て は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

へ の 登 録 に 替 え 、 工 事 成 績 評 定 通 知 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 契 約

を 所 管 す る 部 の 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 中 間 技 術 検 査 対 象 工 事 ）  

第 ８ 条  中 間 技 術 検 査 を 実 施 す る 工 事 は 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 に 該 当

す る 工 事 と す る 。  

２  大 規 模 工 事 で あ り 、 次 に 掲 げ る 工 種 を 主 た る 工 種 と す る も の の

う ち 、 管 理 者 が 指 定 し た も の 。  

(1) 橋 梁     

(2) ト ン ネ ル  

(3) シ ー ル ド  

(4) 建 築 物 （ 躯 体 ）  

(5) コ ン ク リ ー ト 構 造 物  

(6) 杭 基 礎  



(7) 地 中 連 続 壁 （ 本 体 の 一 部 と な る も の ）  

(8) 地 盤 改 良  

(9) 耐 震 補 強  

３  管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る 工 事  

 

（ 評 定 事 務 の 変 更 ）  

第 ９ 条  管 理 者 は 、 工 事 の 期 間 等 を 考 慮 し て 、 こ の 要 綱 に 定 め る 工

事 評 定 の 方 法 を 一 部 変 更 す る こ と が で き る 。  

 

（ 様 式 の 作 成 に 係 る 特 例 ）  

第 10 条  前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ 号 様 式 、 第 ２ 号 様 式 、

第 ３ 号 様 式 、 第 ５ 号 様 式 及 び 第 ６ 号 様 式 の 作 成 に つ い て は 、 工 事

担 当 部 が あ ら か じ め 定 め る 方 法 に よ り 横 浜 市 行 政 文 書 管 理 規 則 (

平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 25 号 ) 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 文 書 管

理 シ ス テ ム の 使 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 必 要 事 項 を 記 録 す る

場 合 に 限 り 省 略 を す る こ と が で き る 。  

 

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 11 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 16 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 18 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 21 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か

ら 施 行 す る 。  

（ 適  用 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 完 成 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て

適 用 し 、 施 行 日 前 に 完 成 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

附  則  



こ の 要 綱 は 、 平 成 21 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 22 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 24 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か

ら 施 行 す る 。  

（ 適  用 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か

ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 27 年 ９ 月 11 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 27 年 11 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か

ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 31 年 ４ 月 15 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 ）  

２  こ の 要 綱 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 検 査 を 行 う 工 事 に つ い て 適 用

し 、 施 行 日 前 に 検 査 を 行 っ た 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

 



第１号様式（第２条） 

検 査 依 頼 書 
年  月  日 

  検 査 主 幹 

  ○○   部長                                         所 属 ○○ 課・所 

                                                    総 括 監 督 員 

                                                        ○○ ○○ 

下記の工事について、検査をお願いします。 

工 事 名 検査の種類 請負人 請負金額 
完成 

期限 

完成 

年月日 

総括監

督員㊞ 

主任監

督員㊞ 

担当監

督員㊞ 
摘要 検査日 

           

           

           

           

           

 

 



第２号様式（第３条） 

技術検査員任命簿 

整理

番号 

検査 

主幹印 
課長印 

技 術 検 査 員 

職氏名     ㊞ 

検査 
年月日 

工 事 名 
検査の 

種類 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

課長印欄は検査員が所属する課等の長の印とする。 



第３号様式（第４条第１項） 
 

工事検査報告書 
 

年  月  日 

検査主幹 

 ○○   部長                    所属 

                      技術検査員 職  

                            氏名            ㊞ 

 
次のとおり工事の検査が終了しましたので報告します。 

検査年月日   年  月  日 再検査年月日   年  月  日 検査の種類 

工 事 名  □完成検査 

□指定部分の完成（第 回） 

□出来形部分検査（第 回） 

□中間技術検査（第 回） 

工 事 場 所  

請 負 人  

契約年月日     年  月  日 着手年月日 年  月  日 

完成期限      年  月  日 完成年月日 年  月  日 

契約金額  円 出来形額計            円 

事項 

区分 
出来高(%) 手直し指摘事項その他意見 左に対する措置結果 

    

総出来高 ％ 備考 手直し完成 

確 認 

検査主幹 総括監督員 主任監督員 担当監督員 年  月  日  

    

中間技術検査結果 

□優 

□良 

□可 

注）完成検査、指定部分の完成、出来形部分検査の場合は、「中間技術検査結果」欄は斜線を引く。 

  中間技術検査の場合は、「区分・事項」欄には検査対象工種を記載し、「出来形額計 円」、「出来高

(％)」、「総出来高 ％」欄は斜線を引く。 

 



第４号様式（第４条第２項） 

 

工 事 
完   成 

検査調書 
出来形部分 

 
所属                       

検査主幹    職                   

氏名              ㊞ 

所属                       

技術検査員   職                   

氏名              ㊞ 

 

検査の結果、次のとおり相違なく 
完 成 

があったことを確認する。 
出 来 形 部 分 

完成届年月日 年  月  日 

検査の種類 

□完成検査 

□指定部分の完成（第  回） 

□出来形部分検査（第  回） 検査年月日 年  月  日 

工 事 名  

工事場所  

請 負 人  

契約年月日 年  月  日 着手年月日 年  月  日 

完成期限 年  月  日 完成年月日 年  月  日 

① 請負代金額 円 ⑤ 
今回出来高の 

9/10以内の金額 
円 

 
当該年度 

出来高予定 
円 ⑥ 前払金額 円 

② 
今回までの 

総出来高 

（②÷①×100＝  ％）  
前回までの 

前払金充当額 
円 

 円 
⑦ 今回充当額前払 

（⑥×④の％） 
円 

③ 
前回までの 

出来高 

 ⑧ 既部分払総額 

精算払のときは 

前払金額を含む 

 

 円  円 

④ 
今回出来高 

（②－③） 

（④÷①×100＝  ％） ⑨ 今回支払額 

部分払のときは⑤－⑦ 

精算払のときは①－⑧ 

 

 円  円 

（備考） 

債務負担・繰越 ⑤今回出来高の「9/10」を「10/10」と読み替える 
 

契約番号 
 

工事番号 年度 決    号 



第５号様式（第５条第４項） 

工 事 成 績 評 定 書 
年  月  日 

検査主幹 
○○  部長 

 

      所属 

技術検査員  職 

      氏名              ㊞ 

      所属 

総括監督員  職 

      氏名              ㊞ 

      所属 

主任監督員  職 

      氏名              ㊞ 

      所属 

担当監督員  職 

      氏名              ㊞ 

次のとおり工事の成績を評定しましたので報告します。 

工 事 名  契約番号  

工事場所  

請 負 人  

契約年月日 年  月  日 着 手 年 月 日 年  月  日 

完成期限 
当 初 年  月  日 完 成 年 月 日 年  月  日 

変更後 年  月  日 延期理由  

契約金額 
当 初 円 

 
変更後 円 

① 
担当監督員及び 

主任監督員評定点 
点 ①×0.4 点 

評定点合計 

点 

② 総括監督員評定点 点 ②×0.2 点 

③ 技術検査員評定点 点 ③×0.4 点 

④ 法 令 遵 守 等 ▲     点 ④×1.0 ▲     点 

技 術 検 査 員 所 見 監 督 員 所 見 

  

本工事における工事事故等による 

指名停止又は警告の有無       有 ・ 無 

本工事における 

ＶＥ提案の有無           有 ・ 無 

注１）評定点計算過程は小数点以下第２位まで求め、評定点合計は四捨五入により整数とする。 
注２）所見は必ず記載するものとする。なお、④に該当するときは措置内容を監督員所見に記載すること。 
注３）④法令遵守等の項目は、工事期間中における評定点(減点▲)を記載する。該当無しは０点とする。 
注４）当初契約時の請負金額が 500万円未満の工事では評定は行わず、該当欄は斜線で消す。 



第６号様式（第６条第２項・第７条の２第２項） 

 

工事成績評定通知書 
 

年  月  日 

 

 
   部長 

 

 

検査主幹 

○○  部長 

 

 

 

別添の工事成績評定書のとおり、工事成績を通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考） 第７条の２の規定により評定点の修正を行ったときは、本文を「別添の工事成績評定結

果修正通知書のとおり評定点を修正しましたので通知します。」に改め、工事成績評定結果

修正通知書（第 10号様式）の写しを添付し、契約を担当する部の長あてに通知すること。 

 



第７号様式（第７条） 

工事完成検査結果通知書 
第     号 

年  月  日 

（請負人） 

（所在地） 

（商号又は名称） 

（代表者氏名）    様 

横浜市交通局 

検査主幹 

○○  部長 

○○ ○○ 

 

次の工事は、検査の結果、完成を確認しましたので通知します｡また、横浜市交通局請負工事検査事務

取扱要綱に基づき、評定した結果も併せて通知します｡ 

契約工事名   

契約年月日 年  月  日 完成年月日    年  月  日 

評定点 ／１００点 

 

 各項目の評価については、評定点の記入してある欄の評価です（ただし、法令遵守等について

は、減点（▲）方式による評価です。該当なしは０点です。）。 

 

評 価 項 目 細 別 評 定 点 ／ 満 点 

１ 施工体制 
Ⅰ 施工体制一般     ／  ３．３ 

Ⅱ 配置技術者     ／  ４．１ 

２ 施工状況 

Ⅰ 施工管理     ／ １３．０ 

Ⅱ 工程管理     ／  ８．１ 

Ⅲ 安全対策     ／   ８．８ 

Ⅳ 対外関係     ／  ３．７ 

３ 出来形及び 
  出来ばえ 

Ⅰ 出来形     ／ １４．９ 

Ⅱ 品質     ／ １７．４ 

Ⅲ 出来ばえ     ／  ８．５ 

４ 工事特性 Ⅰ 施工条件等への対応     ／  ７．３ 

５ 創意工夫 Ⅰ 創意工夫     ／  ５．７ 

６ 社会性等 Ⅰ 地域への貢献等     ／  ５．２ 

評 定 点 計      点 

７ 法令遵守等（減点のみ） ▲     点 

評 定 点 合 計       ／ １００点 

 
 

＜連絡先＞ 

交 通 局       課 

電話 
 
 



第８号様式（第７条） 

 

工事出来形部分検査結果通知書 
 

第     号 

年  月  日 

 

（請負人） 

（所在地） 

（商号又は名称） 

（代表者氏名）           様 

                                 横浜市交通局 

検査主幹 

                                   ○○  部長 

                                   ○○ ○○ 

 

 

 

次の工事は、検査の結果、出来形部分の完成を確認しましたので通知します。 

 

 

 

 

 

契 約 工 事 名  

契 約 年 月 日 年  月  日  完 成 期 限 年  月  日  

部分完成年月日 年  月  日  

 

 

 

 
 

＜連絡先＞ 

交 通 局       課 

電話 
 

 



第９号様式（第７条） 

 

工事完成検査結果通知書 
 

第     号 

年  月  日 

 
（請負人） 

（所在地） 

（商号又は名称） 

（代表者氏名）           様 

                                 横浜市交通局 

検査主幹 

                                   ○○  部長 

                                   ○○ ○○ 

 

 

 

次の工事は検査の結果、完成を確認しましたので通知します。 

 

 

 

 

 

契 約 工 事 名  

契 約 年 月 日 年  月  日  完 成 年 月 日 年  月  日  

 

 

 

 

 

 

                      ＜連絡先＞ 

                         交 通 局       課 

                        電話 

 



第 10号様式（第７条の２第２項） 

 

工事成績評定結果修正通知書 
 

 

第     号 

年  月  日 

 
（請負人） 

（所在地） 

（商号又は名称） 

（代表者氏名）           様 

                                  横浜市交通局 

検査主幹 

                                   ○○  部長 

                                   ○○ ○○ 

 
次の工事は、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱に基づき、評定結果を修正しましたので通知し

ます｡ 

 

契約工事名   

契約年月日 年  月  日 完成年月日    年  月  日 

修正前評定点       点 修正後評定点          点 

修正理由 

（法令遵守等の内容） 

 

 

 

＜連絡先＞ 

交 通 局     課 
電話 

 

 


